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お
知
ら
せ

9
月
市
議
会
定
例
会
を
開
会

9
月
7
日（
金
）午
前
10
時
か
ら
開

会
予
定
で
す
。傍
聴
を
希
望
す
る

方
は
、日
程
な
ど
を
お
問
い
合
わ
せ

の
う
え
、市
役
所
6
階
の
傍
聴
受

け
付
け
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。委

員
会
の
会
議
も
7
人
ま
で
傍
聴
で

き
ま
す
。ま
た
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

本
会
議
の
生
中
継
と
録
画
放
送

も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
の
で
、併
せ

て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

☎
3
3
4
・
3
7
5
9
議
会
事

務
局

傍
聴
し
よ
う〈
希
望
者
は
直
接
会
場
〉

◆
勤
労
福
祉
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会

8
月
22
日（
水
）午
後
3
時
／
勤

労
福
祉
セ
ン
タ
ー
本
館
3
階
第
2

会
議
室
／
10
人（
希
望
者
多
数
の

場
合
は
抽
選
）※
当
日
は
午
後
2

時
30
分
か
ら
2
時
45
分
ま
で
に
会

場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い 

（
雇
用
労
政
課
）

◆
教
育
振
興
審
議
会

8
月
24
日（
金
）午
後
3
時
／
市

役
所
3
階
第
5
委
員
会
室

（
教
育
政
策
課
）

◆
福
祉
有
償
運
送
運
営
協
議
会

身
分
証
明
書
・
旧
被
保
険
者
証
も

持
っ
て
い
な
い
場
合
は
、ご
連
絡
く

だ
さ
い

取
扱
窓
口　

国
民
健
康
保
険

課
、
福
祉
課
、大
柏
出
張
所
、南

行
徳
市
民
セ
ン
タ
ー
、市
川
駅
行

政
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

（
国
民
健
康
保
険
課
）

裁
判
員
制
度
に
お
け
る

障
害
者
等
助
成

こ
の
制
度
は
、裁
判
員
制
度
に
お

け
る
市
民
負
担
の
軽
減
を
目
的
と

し
て
い
ま
す
。障
害
者
な
ど
の
介

護
を
行
う
親
族
な
ど
が
、裁
判
員

と
し
て
出
頭
、ま
た
は
職
務
を
行

う
こ
と
で
、障
害
者
な
ど
が
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
利
用
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
際
の
費
用
に

つ
い
て
助
成
し
ま
す
。対
象
者
・
対

象
サ
ー
ビ
ス・
利
用
な
ど
の
詳
細
に

つ
い
て
は
、障
害
者
支
援
課
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

☎
7
0
4・0
2
7
2
、F
A
X

3
3
5
・
2
0
3
0
同
課

下
水
道
排
水
設
備
工
事
責
任

技
術
者
の
登
録
更
新
手
続
き

申
請
書
類
を
登
録
住
所
へ
郵
送
し

ま
す
の
で
、資
格
有
効
期
限
が
平

成
25
年
3
月
31
日
の
方
は
、登
録

更
新
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

手
続
き
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合
は

資
格
を
喪
失
し
ま
す
。

受
付
期
間　

9
月
3
日（
月
）～

14
日（
金
）

☎
0
4
3・2
4
5・6
1
1
2

千
葉
県
下
水
道
協
会
事
務
局（
千

葉
市
下
水
道
経
営
課
内
）、☎

3
3
2
・
8
7
4
1
河
川
・
下
水
道

管
理
課

 

講
座・催
し

市
民
公
開
講
座

放
射
線
科
の
医
師
を
講
師
に
招
き
、

「
放
射
線
治
療
に
つ
い
て
」を
テ
ー

マ
に
開
催
し
ま
す
。

8
月
25
日（
土
）午
後
2
時（
開

場
は
午
後
1
時
30
分
）～
3
時
30

分
順
天
堂
大
学
浦
安
病
院（
浦
安

市
富
岡
2
の
1
の
1
）

先
着
80
人
※
申
し
込
み
不
要

☎
0
4
7・3
5
3・3
1
1
1

同
院　
　
　
　

  

（
保
健
医
療
課
）

8
月
28
日（
火
）午
後
7
時
～
8

時
30
分
／
市
役
所
3
階
第
1
委

員
会
室 　

 

（
地
域
福
祉
支
援
課
）

建
築
物
防
災
週
間

8
月
30
日（
木
）～
9
月
5
日（
水
）

万
一
に
備
え
、非
常
口
や
避
難
通

路
の
確
保
、ブ
ロ
ッ
ク
塀
倒
壊
対

策
、外
壁
な
ど
の
落
下
防
止
等
、

建
築
物
の
再
点
検
を
行
い
ま
し
ょ

う
。
期
間
中
は
市
で
も
防
災
査

察
・
巡
回
指
導
な
ど
を
重
点
的
に

行
い
ま
す
。

☎
7
0
4
・
0
2
7
4
建
築
指

導
課

原
爆
被
爆
二
世
健
康
診
断
の
実
施

一
部
自
己
負
担
が
生
じ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

平
成
25
年
2
月
28
日（
木
）ま
で

原
爆
被
爆
者
の
実
子
で
、県
内

に
住
所
を
有
し
、受
診
を
希
望
さ

れ
る
方

受
診
者
の
郵
便
番
号
・
住
所
・
氏

名
・
生
年
月
日
・
電
話
番
号
及
び
被

爆
者
で
あ
る
親
の
郵
便
番
号・住
所・

氏
名・被
爆
者
健
康
手
帳
番
号
を
書

き
、平
成
25
年
1
月
31
日（
木
）必
着

で
千
葉
県
健
康
福
祉
指
導
課

（
〒
2
6
0
・8
6
6
7
※
住
所
不

要
）。申
し
込
み
受
け
付
け
後
、受
診

書
な
ど
を
送
付
し
ま
す
。

☎
0
4
3・2
2
3・2
3
4
9

千
葉
県
健
康
福
祉
部
健
康
福
祉

指
導
課
援
護
恩
給
室

（
福
祉
事
務
所
）

東
京
外
か
く
環
状
道
路

（
千
葉
県
区
間
）

情
報
コ
ー
ナ
ー
を
設
置

8
月
20
日（
月
）～
24
日（
金
）午

前
10
時
～
午
後
5
時（
初
日
は
午
後

1
時
か
ら
、最
終
日
は
正
午
ま
で
）

ア
イ・リ
ン
ク
タ
ウ
ン
展
望
施
設

（
外
環
道
路
推
進
担
当
室
）

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
賦
課
金

太
陽
光
等
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
普
及
拡
大
を
図
る
た
め
、

国
の
法
令
な
ど
に
基
づ
き
、「
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
固
定
価
格
買

取
制
度
」が
導
入
さ
れ
、こ
の
8
月

分
の
電
気
料
金
か
ら
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
賦
課
金
が
掛
か
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

地
震
災
害
に
遭
わ
れ
た
方
に
は
、一

定
の
期
間
、こ
の
賦
課
金
の
支
払
い

が
免
除
と
な
る
減
免
措
置
が
あ
り

ま
す
。こ
の
減
免
の
申
し
込
み
に

必
要
な「
り
災
証
明
書（
写
）」な

ど
は
市
の
危
機
管
理
課
で
発
行
し

ま
す
。

☎
0
1
2
0
・９
９・
5
5
5
6

東
京
電
力
株
式
会
社
千
葉
カ
ス
タ

マ
ー
セ
ン
タ
ー（
第
二
）※
月
～
金
曜

日
／
午
前
9
時
～
午
後
7
時
、土

曜
日
／
午
前
9
時
～
午
後
6
時（
と

も
に
祝
日
を
除
く
）（
危
機
管
理
課
）

新
し
い
被
保
険
者
証
は
届
い
て

い
ま
す
か

国
民
健
康
保
険
証
が
8
月
1
日

で
更
新
し
た
た
め
、新
し
い
被
保
険

者
証（
ピ
ン
ク
色
）を
郵
送
し
ま
し

た
。病
院
に
か
か
る
場
合
は
、必
ず

受
診
す
る
本
人
の
新
し
い
被
保
険

者
証
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
だ
届
い
て
い
な
い
方
は
、不
在
の
た

め
受
け
取
れ
ず
、市
役
所
に
戻
っ
て

き
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。診
療

を
受
け
る
際
は
、被
保
険
者
証
が
な

い
と
全
額
自
己
負
担
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、該
当
す
る
方
は

早
急
に
受
け
取
り
手
続
き
を
す
る

か
、ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

窓
口
で
受
け
取
る
場
合　

世
帯
主

及
び
来
庁
さ
れ
る
ご
家
族
の
身
分

証
明
書
を
お
持
ち
く
だ
さ
い（
運

転
免
許
証
、住
基
カ
ー
ド
、パ
ス

ポ
ー
ト
な
ど
）。身
分
証
明
書
を

持
っ
て
い
な
い
場
合
は
、7
月
31
日

有
効
期
限
の
被
保
険
者
証（
旧
被

保
険
者
証
）で
も
交
付
し
ま
す
。※

相談名 会場・日程 相談時間 相談内容〈　〉は相談員
民事
一般

総
合
市
民
相
談
課
☎
３
３
４・１
０
０
2 

予
約・問
い
合
わ
せ

市役所・行徳支所
毎週月～金曜日

8：50～17：00
（受け付け16：30まで）

民事に関する一般的な相談・
市政案内〈市民相談員〉

出張
市民相談 西部公民館 21（金） 9：30～16：30

（受け付け16：00まで）
民事に関する一般的な相談・市
政案内、市への要望など

民事
司法書士

市役所 18（火） 13：00～17：00
（受け付け16：30まで）

相続の手続き、借金の整理、貸金、借地
借家、成年後見など〈認定司法書士〉行徳支所 12（水）

民事
行政書士

市役所 10（月） 13：00～17：00
（受け付け16：30まで）

相続、遺言書、契約書、官公庁提
出書類の作成など〈行政書士〉行徳支所 なし

行政
市役所 24（月） 13：00～15：00

（受け付け14：30まで）
国、特殊法人などへの苦情や
要望〈行政相談委員〉行徳支所 なし

登記
市役所 5（水） 13：00～16：00

（受け付け15：30まで）
不動産登記、会社登記、境界問題
など〈司法書士・土地家屋調査士〉行徳支所 19（水）

不動産
取引

市役所 3（月）、25（火） 13：00～16：00
（受け付け15：30まで）

土地・建物の売買や賃貸などのト
ラブル〈宅地建物取引主任者〉行徳支所 10（月）

弁護士
法律
予約制

市役所 6（木）、14（金）、20（木）、
21（金）、26（水）、28（金）

13：00～16：00
相続・遺言、損害賠償、金銭
貸借、離婚などのトラブル

〈弁護士〉
行徳支所 7（金）、14（金）、21（金）

土曜弁護士法律
予約制 消費生活センター 8（土）

司法書士法律
予約制

市役所 5（水）、12（水）、19（水）、
26（水） 17：00～20：00 相続の手続き、借金の整理、貸金、借地

借家、成年後見など〈認定司法書士〉
税金
予約制

市役所 10（月）
13：00～16：00 相続・贈与・売買など税の相談

〈税理士〉行徳支所 24（月）
交通事故
予約制

市役所 13（木）、27（木）
10：00～15：00 示談や損害賠償の方法

〈県交通事故相談員〉行徳支所 27（木）

相談名 会場・日程 相談時間 相談内容〈　〉は相談員

消費生活

消費生活センター 毎週月～金曜日
（毎月第２・４土曜日は電話相談のみ） 

10：00～16：00
（窓口及び電話相談）

消費者トラブルに関する苦
情処理及び紛争解決のあっ
せん〈消費生活相談員〉

消費生活センター☎３３４-０９９９
行徳支所 第２・４火曜日 10：00～12：00

13：00～16：00
行徳支所市民相談室☎359-1121

多重債務
予約制

消費生活センター13（木）、27（木） 13：00～16：00 多重債務に関する相談
〈弁護士〉消費生活センター☎３３４-０９９９

人権擁護 市役所 12（水） 13：00～16：00
（受け付け15：30まで）

家庭問題やいじめ、いやがらせなど
の悩み〈人権擁護委員、弁護士〉男女共同参画課☎３２２-６７００

建築行政 市役所 毎週月・水・金曜日 9：00～17：00 建築にかかわる民事的な相談
〈建築行政相談員〉建築指導課☎３３４-１４３４

建築紛争
市役所 開発指導課原則水曜日

（要問い合わせ） 9：00～17：00 中高層建築物の建築に伴っ
て生ずる日照阻害、電波障
害、騒音、振動など開発指導課☎70４-027６

労働 市役所 毎週水曜日 18：00～20：00 労働上のトラブルに関する
相談〈社会保険労務士〉雇用労政課☎704-4131

年金
市役所 25（火） 13：00～16：30

（受け付け16：00まで）各種公的年金について
〈社会保険労務士会〉行徳支所 13（木）

国民年金課☎３３４-１１２７
住宅リフォーム
予約優先

市役所 6（木）、20（木） 10：00～13：00 増改築、修繕など〈市川住宅リ
フォーム相談協議会相談員〉街づくり推進課☎３３４-１３３6

あんしん住宅
相談窓口
予約優先

市役所 6（木）、20（木） 13：00～16：00
住宅の防災対策について

〈あんしん住宅アドバイザー〉行徳支所 11（火）、25（火） 13：00～15：00
街づくり推進課☎３３４-１３３6

心配ごと 八幡市民談話室 3（月）、10（月） 10：00～15：00
（13：00からは弁護士相談もあり）

日常生活での悩みや困ったこと
など〈民生委員児童委員〉社会福祉協議会☎３２０-４００１

月
の
市
民
相
談

※
弁
護
士
法
律
相
談
の
予
約
は
毎
週
金
曜
日
午
前
８

時
45
分
か
ら
翌
週
分
を
直
通
電
話
で
受
け
付
け
ま
す
。

※
祝
日
の
相
談
は
休
み
で
す
。

※民事司法書士
　相談同時開催

9

日頃から災害に備えた対策を
●災害時要援護者名簿登録制度

　災害発生時に自力で避難が困難な高齢者や障害者など（災害時
要援護者）が、あらかじめ自分の情報を自ら市へ登録し、その情報
をもとに登録した名簿を市と地域支援者（自治会や民生委員）で共
有することで、平常時の防災活動、災害発生時の安否確認や避難
誘導などに活用する制度です。
災害時要援護者として登録できる人

●ひとり暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯の人
●介護保険の認定を受けている人　
●身体・知的・精神障害のある人
●その他援護を必要としている人

☎334-1151高齢者支援課　

●家具転倒防止器具等取付費補助制度
　地震による家具の転倒などの被害を防ぐため家具転倒防止器
具などの購入や取り付けの費用を補助します。
補助対象

　家具（タンス、食器棚、本棚その他これらに類する床置き型の
家具並びにテレビ、冷蔵庫及びつり下げ型照明器具）の転倒防
止器具等の購入費及び取付費

補助金額
　限度額1万円（転居や建て替えをした場合を除き、1世帯1回限り）

対象
（1）65歳以上の高齢者で構成された市民税非課税世帯
（2）身体障害者手帳（1～2級）・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
　  （1級）所持者で構成された市民税非課税世帯

（３）（１）（２）で構成された世帯
※18歳以下の市民税非課税者が含まれる場合も対象となります
☎334-1151高齢者支援課、☎704-0272障害者支援課

大震災の被害者、おおよそ半数以上が65歳以上の高齢者

阪神・淡路大震災

高齢者
3,193人
（約50%） 高齢者

11人（約74%）

高齢者
3,193人
（約50%） 高齢者

11人（約74%）

その他
3,239人

その他
4人

（平成7年発生）
新潟県中越沖地震
（平成19年発生）6,432人 15人
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日時 場所・会場 対象・人数 費用・料金 持ち物 申し込み・応募 問い合わせ講師 行徳支所講 市役所内容内

●
自
治（
町
）会・個
人
の
自
主
的
な
清
掃
活

動
で
す
。ご
協
力
く
だ
さ
い
。●
協
力
し
て
い

た
だ
い
た
際
に
揚
げ
ら
れ
た
泥
土
は
市
で
回

収
し
ま
す
。●
泥
土
の
回
収
は
、清
掃
日
直

後
の
月
曜
日
か
火
曜
日（
清
掃
日
が
月・火
曜

日
の
場
合
は
、そ
の
週
）に
伺
い
ま
す
。●
一
般

ゴ
ミ
一
般
廃
棄
物
等
は
回
収
し
ま
せ
ん
。

●
不
定
期（
臨
時
）に
側
溝
清
掃
す
る
場
合

は
ご
連
絡
く
だ
さ
い　
　

  

（
道
路
安
全
課
）

8・18 

土 

新
田
２
～
４
、曽
谷
１
～
４（
第
１

か
ら
第
４
）

8・19 

日 

鬼
越（
全
）、鬼
高（
全
）、新
井

（
全
）、島
尻
、広
尾
１
、日
の

出
、南
行
徳
１・２

8・20 

月  

平
田（
全
） 

8・22 

水  

八
幡
６
、東
菅
野
４
の一
部（
古
八

幡
、冨
貴
島
）

8・25 

土  

新
田
１・５

8・26 

日 

高
石
神
、宮
久
保
１（
大
境
）、

河
原
、下
新
宿
、本
塩
、欠
真
間

（
全
）、本
行
徳
、妙
典（
全
）、

塩
焼
、関
ヶ
島
、伊
勢
宿
、末
広

（
全
）、相
之
川（
全
）

8・27 

月  

富
浜（
全
）、宮
久
保（
全
）

8・28 

火  

東
菅
野
４・５（
美
里
苑
）、福
栄

（
全
） 

8・29 

水  

本
北
方
1

8・30 

木  

曽
谷
6・7（
第
5
）
、
下
貝
塚

（
全
）  

9・1 

土 

市
川
４（
根
本
）、北
方
２
、本
北

方
１
の一
部（
北
方
中
央
）

9・2 

日 

押
切
、湊
、湊
新
田（
全
）、新
浜
１
、

南
行
徳
３・４
、大
洲（
全
）、大
和

田
１・３・５
、田
尻
４・５
の
一
部
、

原
木
４
、根
古
屋（
国
分
２・３
）、

若
宮
１
、北
方
町
４（
東
南・富
士

見
台
）、曽
谷
１
、奉
免
町（
ひ
め
み

や
）、柏
井
町
１（
第
１
、東
昌
台
）、

柏
井
町
３（
第
３
団
地
）

9・3 

月  

本
北
方
2
、国
府
台（
全
）   

9・5 

水  

香
取（
全
）、行
徳
駅
前
３・４

9・6 

木  

本
北
方
3
、北
方
3
、若
宮
2

9・7 

金 

八
幡
１
、南
八
幡
１（
八
幡
上
・

下
）、若
宮
3（
上
町
）

9・8 

土  

稲
荷
木（
全
）

9・9 

日  

中
国
分（
全
）、国
分
１
、大
和
田

２・４
、東
大
和
田(

全
）、大
町
、

大
野
町（
全
）、稲
越
町
、北
方
町

４（
千
足
）、曽
谷
5・8（
第
6
）

9・10 

月  

高
谷
、二
俣（
全
）、真
間
4・5

9・11 

火  

北
国
分（
全
）、中
山
３・４

9・12 

水  

中
山
1・2

9・15 

土  

須
和
田（
全
）、北
方
１

9・16 

日 

南
八
幡
１（
し
ら
さ
ぎ
）、鬼
越

（
全
）、鬼
高（
全
）、新
井（
全
）、

島
尻
、広
尾
１
、日
の
出
、南
行

徳
１・２

9・17 

月  

平
田（
全
） 

9・18 

火  

新
田
２
～
４
、曽
谷
１
～
４（
第

１
か
ら
第
４
） 

9・20 

木  

若
宮
3（
下
町
）、市
川
南
1
～
4
、

市
川
2

 

月・日 

曜
日　

    　

清 

掃 

地 

域

筆
記
用
具

☎
3
3
2
・
4
3
1
2
ま
た

は
直
接
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
※
平

日
の
み

 

募
集

市
内
公
立
保
育
園
非
常
勤
職
員

☎
3
3
4
・
1
1
8
5
保
育
課

◆
短
時
間
保
育
士

（
勤
務
地
は
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
）

資
格　

保
育
士
証
取
得
済
の
方

勤
務
態
勢　

月
～
金
曜
日
の
う

ち
週
3
日
程
度
、午
前
7
時
10
分

～
午
後
0
時
10
分
も
し
く
は
午
後

2
時
20
分
～
7
時
20
分
の
1
日
あ

博
物
館
友
の
会
見
学
会
「
北
国

分・堀
之
内
の
遺
跡
を
歩
く
」

駒
形
墓
地
・
道
免
き
谷
津
遺
跡
・

愛
宕
神
社
・
禅
照
庵
・イ
ザ
ナ
ギ
神

社
・
権
現
原
遺
跡
な
ど
を
見
学
し

ま
す
。（
全
行
程
5.
5
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
）9

月
9
日（
日
）午
前
9
時（
歴

史
博
物
館
前
集
合
）～
正
午（
堀

之
内
貝
塚
解
散
）※
小
雨
決
行

6
0
0
円

往
復
は
が
き
に「
北
国
分
・
堀
之

内
」・
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
・
返

信
用
の
あ
て
先
を
書
き
、8
月
25
日

（
土
）ま
で（
消
印
有
効
）に
考
古
博

物
館（
〒
2
7
2
・
0
8
3
7
堀
之

内
2
の
26
の
1
）

☎
0
9
0・9
2
3
1・4
3
8
3

博
物
館
友
の
会（
考
古
博
物
館
）

市
川
歴
史
カ
レ
ッ
ジ
公
開
講
演
会

「
近
代
日
本
の
食
糧
問
題
～
米
不

足
の
時
代
～
」

東
洋
大
学
文
学
部
教
授
の
大
豆

生
田
稔
氏
を
講
師
に
招
き
、20
世

紀
初
頭
に
は
じ
ま
り
、米
騒
動
を

経
て
深
刻
化
す
る
、近
代
日
本
の

食
糧
問
題
を
さ
ぐ
り
ま
す
。

9
月
15
日（
土
）午
後
2
時（
受

け
付
け
は
午
後
1
時
か
ら
）～
4
時

メ
デ
ィ
ア
パ
ー
ク
市
川
2
階
グ

リ
ー
ン
ス
タ
ジ
オ

5
0
0
円（
後
日
、郵
便
振
替

に
て
納
付
）

往
復
は
が
き（
一
枚
に
一
人
ま
で
）

に「
講
演
会
申
し
込
み
」・
住
所
・
氏

名（
ふ
り
が
な
）・
電
話
番
号
・
返
信

用
の
あ
て
先
を
書
き
、9
月
5
日

（
水
）ま
で（
消
印
有
効
）に
歴
史
博

物
館（
〒
2
7
2
・
0
8
3
7
堀
之

内
2
の
27
の
1
）

☎
3
7
3
・
6
3
5
1
同
館

消
費
生
活
講
座「
知
っ
て
得
す
る

マ
ネ
ー
ラ
イ
フ
の
落
し
穴
～
賢
い

消
費
者
に
な
ろ
う
～
」

フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
ナ
ー
の

渡
辺
一
江
氏
を
講
師
に
招
き
、開
催

し
ま
す
。

9
月
5
日（
水
）午
後
2
時
～

4
時健

康
増
進
セ
ン
タ
ー

先
着
40
人

た
り
5
時
間
勤
務

時
給
な
ど　

1,
3
5
0
円
。交

通
費
実
費
支
給（
規
定
有
り
）

◆
保
育
パ
ー
ト

（
勤
務
地
は
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
）

資
格　

自
身
の
子
育
て
経
験
が
あ

る
方
ま
た
は
保
育
士
証
交
付
済
の

方勤
務
態
勢　

月
～
土
曜
日（
土
曜

日
は
数
週
に
1
回
）、午
前
7
時
30

分
～
9
時
15
分
及
び
午
後
4
時

45
分
～
6
時
30
分
な
ど

時
給
な
ど　

9
9
0
円
。交
通
費

実
費
支
給（
規
定
有
り
）

◆
栄
養
士

資
格　

栄
養
士
免
許
取
得
済
で

実
務
経
験
が
あ
る
方

勤
務
態
勢　

月
～
土
曜
日（
土
曜

日
は
5
週
に
1
回
出
勤
）、午
前
8

時
45
分
～
午
後
4
時
45
分
の
1

日
あ
た
り
7
時
間
15
分
勤
務

時
給
な
ど　

1,
2
3
0
円
。交

通
費
実
費
支
給（
規
定
有
り
）。各

種
保
険
加
入
。

保
育
ク
ラ
ブ
指
導
員

雇
用
期
間　

10
月
1
日（
月
）～

平
成
25
年
3
月
31
日（
日
）※
見

習
期
間
あ
り
、勤
務
成
績
に
よ
り

更
新
あ
り

給
与
な
ど　

月
額
1
4
5,
0
0
0

円（
賞
与
年
2
回
、交
通
費
支

給
）、社
会
・
雇
用
・
労
災
保
険
あ
り

選
考
試
験　

9
月
11
日（
火
）午

前
9
時
30
分

試
験
会
場　

勤
労
福
祉
セ
ン
タ
ー

本
館採

用
日
現
在
、60
歳
未
満
で
①

～
⑥
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方 

①
幼
稚
園
、小
・
中
学
校
、高
校
の

い
ず
れ
か
の
教
諭
免
許
を
有
す
る

方
②
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
方 

③
児
童
指
導
員（
児
童
福
祉
施
設

最
低
基
準
第
43
条
）の
資
格
を
有

す
る
方
④
母
子
指
導
員（
児
童
福

祉
施
設
最
低
基
準
第
28
条
）の
資

格
を
有
す
る
方
⑤
市
川
市
放
課

後
保
育
ク
ラ
ブ
補
助
指
導
員
と
し

て
、2
年
以
上
の
勤
務
経
験
が
あ

り
、勤
務
状
況
が
良
好
で
あ
る
方

⑥
①
～
⑤
と
同
等
の
方
と
社
会
福

祉
協
議
会
が
認
め
る
方

☎
3
2
0
・
3
1
2
4
社
会
福

祉
協
議
会
に
申
し
込
み
後
、同
協

議
会
指
定
日
に
来
所

バ
ザ
ー
提
供
品

精
神
障
害
者
当
事
者
会「
な
ん
な

の
会
」で
は
、市
民
ま
つ
り
の
バ

ザ
ー
出
展
の
た
め
、食
器
や
未
使

用
の
日
用
品（
タ
オ
ル
な
ど
）を
募

集
し
て
い
ま
す
。（
古
着
や
食
品
は

不
可
）

☎
3
7
6
・
6
4
6
6
南
八
幡

メ
ン
タ
ル
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

　土曜日を中心とした種目別のスポーツ教室です。
ご家族・友人でお気軽に参加ください。種目によっては
年齢制限があります（下表参照）。日程などは変更にな
る場合がありますので、初めて参加する場合などは各
担当者へお問い合わせください。

無料（種目によってはスポーツ保険、用具などの実
費負担あり）

運動のできる服装、飲料水

☎373-3112スポーツ課

市民スポーツ教室（定期教室）開催

種目 対象 日時 会場 問い合わせ
1 ソフトテニス 小学3年生以上 9月8日（土）午前9時～ スポーツセンター ☎338-4345 藤枝勝之
2 卓球 小学生 9月1日（土）午前9時～ 国分小学校 ☎371-4333 中島安男

3 陸上競技 小学5年生～
中学生 9月22日（土）午前9時～ スポーツセンター

（陸上競技場）
☎090-8118-8113 
永田博彦

4 ハンドボール 小学生以上 9月15日（土）午前9時～ 大洲中学校 ☎378-5783
（大洲中学校）田中孝昌

5 バスケット
ボール

小学生 9月22日（土）午前9時～ 冨貴島小学校 ☎335-0812 梅﨑茂
6 小学生以上 9月8日（土）午前9時～ 大和田小学校 ☎393-1030 木村太郎

7 インディアカ 在住・在勤の
小学生以上 9月15日（土）午前10時～ 妙典小学校 ☎339-6765 小鷹保之

8
バドミントン

小学生以上 9月1日（土）午後1時30分～ 幸小学校 ☎357-4797 横川昭

9 園児以上
※園児は保護者同伴 9月8日（土）午後1時30分～ 信篤小学校 ☎047-332-5544

馬渡定治

10 バレーボール 小・中学生 9月1日（土）午前9時～ スポーツセンター
（第二体育館） ☎358-0761

田嶋せつ子11 9月8日（土）午前9時～ 行徳小学校

12 アーチェリー

小学校高学年以上
（身長130cm以上、
片手で4kgの重さ
を持ち上げられる
方）

9月1日（土）午前9時30分～ 曽谷公民館 ☎090-3800-7674
板橋純三郎

13 合気道 6歳以上 9月1日（土）午前10時～ 第一中学校 ☎03-3657-5604 
野本純

14 フェンシング 小学生以上 9月9日（日）午前9時～ 市川小学校 ☎371-6779 相田光康

15 剣道 小学生以上 9月15日（土）午前9時30分～ スポーツセンター
（剣道場） ☎373-5448 浮谷安廣

16 弓道 小学4年生以上 9月8日（土）午前10時～ 曽谷公民館 ☎334-7131髙野克明

17 ラグビーフット
ボール 3～15歳 9月15日（土）午前9時～ 北方

多目的運動広場他
☎090-1039-6930
大口哲弘

18 ソフトボール 小学生以上 9月2日（日）午前9時～ 原木
ソフトボール場

☎328-7400 
豊増富美江

19 ソフト
バレーボール 小学生以上 9月1日（土）午前10時～ 大洲小学校 ☎080-3386-0669 

高来千代

20 ファミリー
バドミントン 他 小学生以上 11月10日（土）午前9時30分～ 柏井小学校 ☎090-7847-8484

山田義明

21 ユニホッケー、
ペタンク他 小学生以上 9月8日（土）午前10時～ 若宮小学校 ☎090-8585-2912

七﨑秀樹

22 グラウンド
ゴルフ他 小学生以上 9月15日（土）午前10時～ 二俣小学校 ☎090-7263-5379

古田真紀子

アクアビクス教室
水の抵抗を利用した運動を行います。泳げなくて
も水中での運動は、健康や体力づくりにとても効
果があります。
８月２０日（月）・２２日（水）・２４日（金）・２７日（月）・

２９日（水）・３０日（木）午前１０時１０分～１０時５５分
※荒天中止
市民プール
当日先着３０人
無料（プール使用料

　のみ必要）
水着、タオルなど
当日午前９時10分

　から受け付け

☎３７３-３１１２スポーツ課




